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公
益
社
団
法
人
全
国
産
業
資
源
循
環
連
合
会
正
会
員
協
会
に
所
属
す
る

会
員
（
産
業
廃
棄
物
処
理
業
許
可
業
者
）
は
、
産
業
廃
棄
物
の
適
正
処
理

を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
環
境
の
保
全
と
公
衆
衛
生
の
向
上
を
図

る
こ
と
が
使
命
で
あ
る 

 

一 

会
員
は
、
法
令
及
び
法
令
に
基
づ
く
行
政
の
指
導
事
項
を
遵
守
し
、
環

境
保
全
の
た
め
社
会
的
良
識
を
も
っ
て
行
動
す
る 

 

一 

会
員
は
、
法
令
、
実
務
に
精
通
す
る
よ
う
研
鑽
を
つ
み
、
資
質
の
向
上

に
努
め
る 

 

一 

会
員
は
、
環
境
保
全
を
担
う
企
業
と
し
て
安
全
性
に
配
慮
し
、
次
の
指

針
に
基
づ
き
経
営
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

 

（
一
）
産
業
廃
棄
物
処
理
業
許
可
業
者
は
、
適
正
処
理
の
推
進
の
た
め

の
技
術
並
び
に
経
営
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
不
断
に
努
め
る 

（
二
）
産
業
廃
棄
物
処
理
業
許
可
業
者
は
、
適
正
な
価
格
を
維
持
し
、

市
場
の
健
全
化
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

 

一 

会
員
は
、
排
出
事
業
者
は
も
と
よ
り
、
行
政
、
関
係
団
体
、
地
域
住
民

と
広
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、
環
境
に
関
す
る
情
報
を
積
極
的

か
つ
公
正
に
開
示
し
、
社
会
の
理
解
と
信
頼
を
高
め
る
よ
う
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い 

 

一 

会
員
は
、
暴
力
団
等
及
び
そ
の
関
係
者
を
排
除
し
、
断
固
と
し
た
姿
勢

で
対
応
す
る 

 

公
益
社
団
法
人
全
国
産
業
資
源
循
環
連
合
会
及
び
各
正
会
員
協
会
は
、

不
法
投
棄
等
不
適
正
処
理
が
発
生
し
な
い
よ
う
未
然
防
止
、
啓
発
、
教
育

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

  

公
益
社
団
法
人 

全
国
産
業
資
源
循
環
連
合
会 

 

平成 15 年 5 月 20 日制定 社団法人全国産業廃棄物連合会（制定当時） 

平成 30 年 4 月  1 日        公益社団法人全国産業資源循環連合会に名称変更 


